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本日ここに、第１４回筑後市議会定例会の開会にあたり、議

員各位のご健勝をお慶び申し上げますとともに、日頃のご精励

に対し、深く敬意を表する次第であります。  

それでは、ただいま上程されました議案第６６号から議案第

８０号までについて、提案理由の説明を申し上げます。  

　 議 案 第 ６ ６ 号 　 筑 後 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定

につきましては、電気通信事業法の改正に伴い、引用条項を繰

り下げるものであります。  

議 案 第 ６ ７ 号 　 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関

す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定 及 び 議 案 第 ６ ８ 号 　 筑 後

市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する

条例制定につきましては、国の指定職俸給表適用職員の期末・

勤勉手当に係る人事院勧告に準じ、期末手当の支給割合を改定

するものであります。  

議 案 第 ６ ９ 号 　 筑 後 市 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 制 定 及 び 議 案 第 ７ ０ 号 　 筑 後 市 一 般 職 の 任 期 付 職

員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

制定につきましては、人事院勧告に準じ、給料表及び期末・勤

勉手当の支給割合を改定するものであります。  

議 案 第 ７ １ 号 　 筑 後 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁

償に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、人

事院勧告に準じ、期末手当の支給割合を改定するなど、所要の

改正を行うものであります。  

議 案 第 ７ ２ 号 　 筑 後 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営

に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 制 定 に つ き ま し て は 、 次 年 度 か ら

「こども誰でも通園制度」を実施するにあたり、事業の認可基

準を定めるものであります。  

議 案 第 ７ ３ 号 　 児 童 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の 施

行に伴う関係条例の整理に関する条例制定につきましては、法

改正に伴う引用条項の修正など、関係条例の整理を行うもので
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あります。  

議 案 第 ７ ４ 号 　 筑 後 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

制定につきましては、国基準の改正に伴い、林野火災の予防に

関する事項を定めるなど、所要の改正を行うものであります。 

議案第７５号　花宗用水組合規約の変更につきましては、地

方自治法第２９０条の規定により、規約の一部変更に係る議会

の議決を求めるものであります。  

議 案 第 ７ ６ 号 　 令 和 ７ 年 度 筑 後 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４

号）について申し上げます。  

今回の補正予算は、４億４，７４０万９千円を増額し、歳入

歳出予算の総額を２６１億５，１９６万５千円とするものであ

ります。  

歳出予算について申し上げます。  

各款共通の職員人件費は、給与改定等に伴う増額及び育児休

業の取得等に伴う減額であります。また、各経費の報酬等は、

給与改定に伴う増額であります。  

第１款　議会費の市議会の運営に要する経費は、給与改定に

伴い、期末手当を増額するものであります。  

第２款　総務費の庁舎管理に要する経費は、電力料金単価の

見直し等に伴い、光熱水費を増額するものであります。  

ふるさと筑後市応援寄付に要する経費は、本年度の寄附額が

当初予算を超える見込みであるため、基金への積立金や寄附に

対する返礼品経費等を増額するものであります。  

地方創生に要する経費は、マイホーム取得支援奨励金の申請

件数等が増加したことに伴い、補助金を増額するものでありま

す。  

防災 情報に要 する経費 は、全国瞬時警 報システム 「 J アラー

ト」のシステム更新に伴い、新システムに対応する新型受信機

器の導入費用を計上するものであります。  

国県支出金等返還金は、令和６年度国県補助事業等の確定等
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に伴い、返還金を増額するものであります。  

交 通 安 全 対 策 に 要 す る 経 費 は 、「 高 齢 者 運 転 免 許 証 自 主 返 納

支援事業」の利用が増加したことに伴い、補助金を増額するも

のであります。  

還付及び加算金は、８月以降の確定申告により、法人市民税

の法人税割額に係る還付額が増加したため、還付金を増額する

ものであります。  

第 ３ 款 　 民 生 費 の 住 民 税 非 課 税 世 帯 等 臨 時 特 別 給 付 金 事 業

に要する経費は、定額減税補足給付金の支給事務期間延長に伴

い、会計年度任用職員報酬等を増額するものであります。  

障害者の援護に要する経費、地域生活支援事業に要する経費

及び重度障害者医療に要する経費は、障害福祉サービス利用者

や医療費等の増加に伴い、扶助費を増額するものであります。 

国民健康保険特別会計繰出金は、職員人件費補正に伴う繰出

金の増額であります。  

介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金は、職員人件費補

正 及 び 制 度 改 正 に 伴 う シ ス テ ム 改 修 に 対 す る 繰 出 金 の 増 額 で

あります。  

後 期 高 齢 者 医 療 に 要 す る 経 費 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰

出金は、職員人件費補正に伴う繰出金の増額であります。  

子育て世代包括支援センター事業に要する経費は、産後ケア

事業の利用者数が増加していることを受け、役務費及び委託料

を増額するものであります。  

子どものための教育・保育給付事業に要する経費は、県の補

助事業を活用し、本年９月から第３子以降の保育料を無償化す

るため、補助金を増額するものであります。  

学童保育事業に要する経費は、国基準額の改定及び加算要件

の緩和等に伴い、委託料及び補助金を増額するものであります。 

第 ６ 款 　 農 林 水 産 業 費 の 筑 後 川 下 流 域 土 地 改 良 事 業 に 要 す

る経費は、小坪排水機場の事業計画変更に伴い、県営事業負担
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金を増額するものであります。  

第 ７ 款 　 商 工 費 の 筑 後 広 域 公 園 内 休 憩 施 設 等 管 理 運 営 に 要

する経費は、本年９月の落雷により損傷した機械設備等の復旧

に伴い、修繕費及び工事請負費を増額するものであります。  

第１０款　教育費の特別支援教育に要する経費は、支給対象

者の増加に伴い、扶助費を増額するものであります。  

以上の経費の主な財源として国県支出金、寄附金、市債等を

充てております。  

繰 越 明 許 費 補 正 は 、「 Ｊ ア ラ ー ト 」 の 更 新 に 伴 う 新 型 受 信 機

器の導入について、年度内での完了が見込めないため繰り越す

ものであります。  

債務負担行為補正は、次年度当初から業務が発生するため、

年度内に入札の必要がある「議会だより印刷製本費」など７件

のほか 、本年度から事業者選定を行い、官民連携によるＰＦＩ

方式で施設整備等を実施する「玄ケ野・高銭野団地集約建替事

業」について計上しております。  

地 方 債 補 正 は 、「 Ｊ ア ラ ー ト 」 新 型 受 信 機 器 の 導 入 に 伴 う 追

加、並びに「緊急浚渫推進事業」及び「ため池・農村環境整備

事業」の限度額引き上げであります。  

議 案 第 ７ ７ 号 　 令 和 ７ 年 度 筑 後 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補

正予算（第１号）について申し上げます。  

今回の補正予算は、１億３，０７８万７千円を増額し、歳入

歳出予算の総額を５８億２，６３７万１千円とするものであり

ます。  

歳出予算について申し上げます。  

第 １ 款 　 総 務 費 の 職 員 人 件 費 及 び 第 ４ 款 　 保 健 事 業 費 の 特

定健康診査等事業に要する経費は、給与改定等に伴う増額であ

ります。  

第７款　諸支出金の国県支出金等返還金は、令和６年度国県

交付金の精算に伴い、返還金を計上するものであります。  

5



 

以上の経費の財源として、繰入金及び繰越金を充てておりま

す。  

議 案 第 ７ ８ 号 　 令 和 ７ 年 度 筑 後 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

補正予算（第１号）について申し上げます。  

今回の補正予算は、２９５万円を増額し、歳入歳出予算の総

額を９億４，８８４万１千円とするものであります。  

歳出予算について申し上げます。  

第１款　総務費の職員人件費は、給与改定等に伴う増額であ

ります。  

以上の経費の財源として、繰入金を充てております。  

議案第７９号　令和７年度筑後市介護保険特別会計（保険事

業勘定）補正予算（第２号）について申し上げます。  

今回の補正予算は、１，１９２万円を増額し、歳入歳出予算

の総額を４７億２，５６２万８千円とするものであります。  

歳出予算について申し上げます。  

第１款　総務費の職員人件費は、給与改定等に伴う増額であ

ります。  

賦課徴収事務に要する経費は、制度改正に伴い、システム改

修委託料を計上するものであります。  

第４款　地域支援事業費の各経費の報酬等は、給与改定に伴

う増額であります。  

以上の経費の財源として、国庫支出金、繰入金を充てており

ます。 また、保険者機能強化推進交付金等の交付決定を受け、

国庫支出金を増額し、保険料を減額する歳入予算の組替えを併

せて行っております。  

議案第８０号　指定管理者の指定につきましては、筑後市北

部交流センターの指定管理者の指定期間満了に伴うもので、令

和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 の 指 定 管

理者の候補者を選定したので、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  
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以上が議案の大要であります。慎重ご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
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